
 

 

 

 

令和７年 第２回 
  

渋谷区国民健康保険事業の運営に関する

協議会会議録概要 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年５月２０日（火） 

渋谷区国民健康保険事業の運営に関する協議会 

 



- 1 - 

令和７年第２回渋谷区国民健康保険事業の運営に関する協議会 

会議録 

 

１ 開 催 日 時        令和７年５月２０日（火）午後２時３０分開会 

 

２ 開 催 場 所        渋谷区役所８階  

８０１-１会議室  

 

３ 出 席 者      （委員１８人、保険者側７人）  

○被保険者代表（６人）  

○医療機関代表（５人）  

○公益代表（６人）  

〇被用者保険等保険者（１人） 

○保険者側（７人） 

 

４ 欠 席 者      （1人） 

 

５ 会 議 次 第       

開会 

（1）区長挨拶 

(2) 議題 

① 令和７年度渋谷区国民健康保険事業について 

② 特定健康診査等受診状況について 

③ その他 

 

６ 会議録概要 

[会長] 

 皆様こんにちは。本日は、大変お忙しいなか、ご出席いただきまして、

誠にありがとうございます。 

開会に先だちまして、被用者保険等保険者代表の委員の退任に伴いまし

て、令和７年５月２０日付で委員が就任されました。この場を持ちまし

て、区長から委嘱状の交付を行います。 

委員は、その場でご起立ください。 

 

・・・・・・・・・・・・ 区長から委嘱状交付 ・・・・・・・・・・・・・・ 
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[会 長] 

それでは委員より自己紹介をお願いいたします。 

 

・・・・・・・・・・・・ 委員より自己紹介 ・・・・・・・・・・・・・・ 

 

[会 長] 

委員、ありがとうございました。 

それでは只今から、「令和７年第２回渋谷区国民健康保険事業の運営に関す

る協議会」を開会させていただきます。  

はじめに、区長からご挨拶がございます。 

 

[区長]  

本日は大変ご多忙の中、今年度最初となります「渋谷区国民健康保険事業

の運営に関する協議会」にご出席をいただきまして誠にありがとうございま

す。また、会長はじめ、委員の皆様方には、国民健康保険事業の運営に多大

なるご協力をいただいておりますことに厚くお礼申し上げます。 

今年度は、一度、見送りとなっている高額療養費制度の改正や、令和 8年

度に予定されている「こども子育て支援金」の保険料への算入などの議論が

進んでいく年となります。渋谷区を挙げてしっかり対応していくとともに、

国や東京都に対しても、より被保険者に寄り添った改革を求めていたいと考

えております。 

当運営協議会においても、それぞれのお立場からご忌憚のない意見を賜り、

より良い制度運営につなげていきたいと思っておりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

最後に、皆様方の益々のご健勝とご活躍を祈念申し上げ、一言ご挨拶とさ

せていただきます。 

 

[会 長] 

区長、ありがとうございました。 

区長は公務の都合により、退席させていただきます。 

 

・・・・・・・・・・・・・・ 区長退席 ・・・・・・・・・・・・・・ 

 

[会 長] 

続きまして、国民健康保険課長から今年度の事務局紹介をお願いします。 
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・・・・・・・・・国民健康保険課長より新年度の事務局職員を紹介・・・・・・・・・ 

 

[会 長] 

課長ありがとうございました。 

次に、本日の欠席の委員をご報告いたします。医療機関代表委員、以上 1

名の方が欠席でございます。 

なお、本日の協議会には、１８名の委員の方々にご出席いただき、被保険

者・医療機関・公益を代表する委員が各々１名以上の出席がありますので、

会議は有効に成立いたしていることをご報告いたします。 

次に、会議録の署名でございますが、会則第七条により、会長及び２名以

上の委員が署名することとなっておりますので、本日の署名委員についてご

紹介させていただきたいと思います。 

被保険者代表委員、医療機関代表委員のお二人をご指名させていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

それでは第１の議題「令和７年度渋谷区国民健康保険事業について」国民

健康保険課長より説明願います。 

 

・・・・・・・・・・・・国民健康保険課長より説明・・・・・・・・・・・・ 

 

[会 長] 

 ありがとうございました。 

只今の説明につきまして、ご質問等がございましたらどうぞご発言願いま

す。なお、ご発言は、マイクがお手元に届くのをお待ちになって、お名前を

名乗っていただいてからご質問お願いいたします。 

委員お願いします。 

 

[委員] 

渋谷区歯科医師会から来ております委員です。よろしくお願いいたします。 

国民健康保険事業というのをご説明いただいて、医科の場合は、特定健診

の後にデータヘルス計画事業の中で糖尿病の人たちのための重症化予防事

業など色々な事業ができておりますね。 

私は歯医者ですから歯科のことをお話させていただきたいと思います。成

人歯科健診というのを１８歳から９０歳まで５年おきにやっているのです

が、健診をやって、その後、例えば「歯周病がこの人たちはあるね。」って

いう結果が出た時に、「５年後までにあなたは歯医者さんを受診してくださ

い。」っていうそれしかやっていなくて。このデータヘルス計画の事業の中

には、今まで入ってないと思うのですけれども、そのフォローアップをする
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事業っていうのを入れていかないと。 

医科の方では健診した結果から「フォローアップでこのような事業の中で

やっていきましょうね、できるだけ有病にならないように未病のうちになん

かしましょうね。」っていうようなことも考えていたと思うのですが、成人

歯科健診も同じだと思うのですね。 

例えば、予算規模が違うんですよと言われたらそれでおしまいですが、港

区ではフォローアップ健診を約１年ごとに行なうなど色々なことを行って

おります。 

渋谷区の場合には、保健所で歯周病教室などをやっておりますけれども、

やはりこの国民健康保険事業の中で健診をしてやりっぱなし、健診をした方

がそれぞれの主治医のとこに行きなさいっていうのではなくてフォローア

ップっていうことも考えていく。糖尿病は特にそうだと思いますが、前から

歯周病と全身疾患はものすごく関係があると言われています。 

やはりその辺のところもフォローアップっていうことを考える事業をぜ

ひ国民健康保険事業の中に入れていただけるとすごくいいのではないかな

って。 

やりっぱなしの健診じゃないように医科の健診がなっているわけですか

ら、歯科の方もやりっぱなしじゃないとか、薬剤師会は「無駄なことをしな

いように、体に良くないから薬の重複を止めましょう。」とか出しています

よね。 

それと同じように歯科も、そういうことを保健所がやっているからそれで

いいとかではなくて、そういう視点を持って、ぜひこれからの事業に取り組

んでいただけたらいいなと思って発言しました。 

 

[国民健康保険課長] 

貴重なご意見本当にありがとうございます。 

今ここでこれからどうするとなかなか言えないですけれども、貴重なご意

見として捉えさせていただきたいと思います。 

歯科健診をフォローアップしなくてもいいという考えではなく、昨年度策

定しましたデータヘルス計画の中でも、関連性について記載させていただい

ておりますので本日の回答とさせていただきたいと思います。 

 

[会 長] 

他にご質問ございますでしょうか？よろしいですか？ 

それでは質問もないようですので「令和７年度渋谷区国民健康保険事業に

ついて」は終了したいと思いますが、よろしいでしょうか？ 

はい、ありがとうございます。 
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それでは続きまして、２番目の議題でございます。 

資料２となります。 

「特定健康診査と受診状況について」国民健康保険課長より説明をお願い

いたします。 

 

・・・・・・・・・・・・国民健康保険課長より説明・・・・・・・・・・・・ 

 

[会 長] 

ただいまの説明につきまして、ご質問等がございましたら、よろしくお願

いいたします。委員どうぞ。 

 

[委員] 

医師会の委員ですけども、あの受診月が、８月、１１月、最後の２月の受

診者数が２倍となっているんですよね。 

それで特定健診や高齢者健診も同じような形で区切っていると思うので

すけども、例えば、11月はインフルエンザで忙しい時期で、また８月はお医

者さんによってはお盆休みなどを取っていたりして日中少なくなっており

ます。 

うまくもうちょっと幅を広げてばらすような送り方や組み方っていうの

はできないのでしょうか？ 

 

[国民健康保険課長] 

ご質問ありがとうございます。 

受診月のばらつきということでございますがこちらの方でコントロール

できないというのが正直なところでありまして。 

先ほどもご説明いたしましたけども、受診勧奨を増やしておりますけれど

も、その受診勧奨はがきの送付するタイミングなどを検討します。 

もしかすると効果はないかもしれませんけれども、そういったことの実施

を考えていきたいと思います。 

 

[委員] 

５月が ２２９人という数字が出ておりますが、この５月というのは何月

生まれの方が対象でいつ券を発送しているのでしょうか？ 

 

[国民健康保険課長] 

受診券の発送というところであれば、資料１を見ていただきますと第１期

が４月から７月まで生まれの方が対象ですので、５月に発送しております。 
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[委員] 

５月から受ける券は何月に届くのでしょうか？ 

 

[国民健康保険課長] 

５月中旬にはもうお手元に順次届いているかなと思っております。 

 

[委員] 

５月になってから届くというわけですね。 

 

[国民健康保険課長] 

はい。２期は８月に送付しておりまして、３期は１１月に送付している形

となります。 

 

[委員] 

わかりました。ばらして受診するように医療機関でも説明するようにしま

すのでよろしくお願いします。 

 

[国民健康保険課長] 

ありがとうございます。 

 

[会 長] 

他にございますでしょうか？ 

よろしいですか？ 

はい。 

それでは質問もないようでございますので、「特定健康診査等受診状況」

につきましては、終了をしたいと思います。 

よろしいでしょうか？ 

はい、ありがとうございます。 

以上で本日の予定の議事はすべて終了いたしました。 

その他に皆さんの方から何かございますでしょうか？ 

課長よろしくお願いします。 

 

[国民健康保険課長] 

最後にご報告となります。今まで運営協議会をさせていただきますと、そ

の後に議事録を作成し、その概要版を６階の区政資料コーナーで閲覧できる

ようにしております。 
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今後は、区のホームページの方で議事録の概要版をアップさせていただく

ことを予定しておりますのでよろしくお願いします。 

 

[会 長] 

ありがとうございました。 

皆様の方からよろしいでしょうか？ 

はい、ありがとうございます。 

それではこれをもちまして、本日の協議会は閉会を致します。 

次回の協議会は、令和７年９月下旬の開催を予定しております。 

日程調整の上、後日事務局よりご通知申し上げますので、よろしくお願い

申し上げます。本日は大変にありがとうございました。 

以上で終了といたします。 

 

・・・・・・・・・・・・ 閉会午後３時１５分 ・・・・・・・・・・・・・・ 


